
令和５年度主な施策等一覧（環境局）

区 分 事 項 予 定 額 頁
千円

新 規
生態系に重要な場所の可視化等による
保全活動の促進

14,500 1

市施設における脱炭素重点対策事業の推進 39,000 2

水の環復活2050なごや戦略次期実行計画
の策定準備

6,263 3

環境科学調査センターの改修調査 3,000 4

西資源センターの移転改築 230,000 5

猪子石工場の大規模改修の準備 10,000 6

プラスチック製容器包装とプラスチック製品
の一括収集に向けた広報

10,568 7

拡 充 都心の生きもの復活事業 5,300 8

ＳＤＧｓまちづくり推進事業 26,000 9

成果連動型民間委託契約方式による
環境配慮行動促進モデル事業

9,000 10

市施設へのＬＥＤ照明の導入 93,420 11

市施設への再生可能エネルギー100％電力の
導入

6,442 12

なごや観光ルートバスへの燃料電池バス
導入準備

9,251 13

消防音楽隊車両への燃料電池マイクロバス
導入

4,890 14

ゼロエミッション車の購入補助 106,300 15

公用車への電動車の導入 35,569 16

河川における地下水利用 75,705 17



区 分 事 項 予 定 額 頁
千円

拡 充
事業者と連携した使い捨てプラスチック
削減のモデル事業

9,300 18

事業者と連携したリユース事業の実証実験 1,273 19

やさしい日本語による３Ｒの普及啓発 700 20

事業系ごみ減量対策の強化 1,454 21

継 続
生物多様性なごや戦略実行計画2030（仮称）
の策定

1,967 22

なごや生物多様性センターにおける
情報発信の充実

6,900 23

森林資源を活用したローカルＳＤＧｓ
推進事業

10,600 24

地球温暖化対策に係る地方公共団体実行計画
の改定

5,996 25

住宅等の低炭素化促進補助 145,025 26

ＰＰＡモデルを活用した事業用太陽光発電
設備導入促進補助

60,000 27

南陽工場の設備更新 1,496,000 28

愛岐処分場浸出水処理施設の改築 2,082,324 29

港作業場し尿輸送管の更新 252,235 30

草木類収集実証実験 21,183 31



令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（新規）生態系に重要な場所の可視化等 

による保全活動の促進 
草案頁 ４３頁 

予 定 額 １４，５００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  ２０２２年１２月の「生物多様性条約第１５回締約国会議

（ＣＯＰ１５）」で採択された新たな世界目標において、２０

３０年までに世界の陸域と海域面積の３０％以上を保全する

目標が掲げられた。その実現のためには、身近な樹林地、緑地

等の保護地域以外で生態系に重要な場所の保全が重要とされ、

新たに策定される次期生物多様性国家戦略においても、主要な

取り組みとして位置づけられる。 

そのため、本市における生態系に重要な場所の洗い出しと地

図化をはかり、広く周知することで、開発事業者等の生物多様

性の配慮や多様な主体との連携による保全活動を促進する。 

２ 内 容 

（１）生態系に重要な場所の可視化 

学識経験者等の意見を踏まえつつ、生態系に重要な場所の

洗い出しと地図化を図る。 

（２）開発事業者等への適切な情報提供の仕組みの検討 

   令和６年度に公開予定の地図の示し方や、開発事業者等へ

適切に情報を伝えるための方法について検討を行う。 

（３）多様な主体による調査・保全活動の促進 

   既製アプリを活用し、身近な生きものの調査・保全に関わ

る人や生きもの情報の収集拡大に向けた試行を行う。 

担 当 課 
環境企画部環境企画課       電話９７２－２６６４ 

（内線 ２６６４） 
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（新規）市施設における脱炭素重点対策 

事業の推進 
草案頁 ４３頁 

予 定 額 ３９,０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

市施設への再エネ導入やＺＥＢ（Net Zero Energy Building）

化による効果等を調査・検討し、国の「地域脱炭素移行・再エネ

推進交付金」を活用して市施設の脱炭素重点対策事業を推進す

る。 

２ 内 容 

（１）再生可能エネルギー導入に係る調査 

建築図面等の情報をもとに太陽光発電等の再生可能エネル

ギー発電設備の導入に適した施設を抽出し、導入効果等を算出

する。 

（２）ＺＥＢ化に係る調査 

新築施設のＺＥＢ化を推進するため、必要な設備等について

検討する。 

（３）事業計画の策定 

（１）や（２）の調査結果等をもとに、脱炭素重点対策事業に

係る計画を策定する。 

３ スケジュール（予定） 

令和５年度末  地域脱炭素移行・再エネ推進交付金への申請 

令和６年度～  脱炭素重点対策事業の推進 

担 当 課 
環境企画部脱炭素社会推進課   電話 ９７２－２６９１ 

（内線 ２６９１）
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（新規）水の環復活２０５０なごや戦略 

次期実行計画の策定準備 
草案頁 ４４頁 

予 定 額 ６，２６３千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

本市では、「水の環復活２０５０なごや戦略」第２期実行計画

によって、健全な水循環の回復と、これを活かした魅力的なまち

づくりに向けた取り組みを進めている。 

水循環基本法の改正や、国の水循環基本計画の改定を踏まえ、

２０３０年までを計画期間とする次期実行計画を策定する。 

２ 内 容 

（１）学識経験者等からの意見聴取 

学識経験者等で構成する懇談会を開催し、次期実行計画の策

定に向けた意見を聴取する。 

（２）計画案の作成 

現状の課題整理を行った上で、「流域マネジメント」など新

たな視点から施策の検討を行い、計画案を作成する。 

３ 今後の予定 

令和６年度に、パブリックコメントを実施したうえで、策定・

公表する。 

担 当 課 
地域環境対策部地域環境対策課   電話９７２－２６７１ 

（内線 ２６７１） 
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 （新規）環境科学調査センターの改修調査 草案頁 ４４頁 

予 定 額 ３，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  昭和５３年に竣工し、老朽化が著しい環境科学調査センターに

ついて、改修に向けた調査を行う。 

２ 内 容 

  現施設の設備等状況調査、改修方法の検討等 

（参考）施設概要 

 所 在 地：南区豊田五丁目１６番８号 

 竣 工 年 月：昭和５３年７月 

 敷 地 面 積：３，８５１.００㎡ 

 延 床 面 積：３，４９３.１８㎡ 

 構造・規模：鉄筋コンクリート造、地上４階（本館） 

担 当 課 地域環境対策部 環境科学調査センター 電話６９２－８４８１
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 （新規）西資源センターの移転改築 草案頁 ４６頁 

予 定 額 ２３０，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

山田工場跡地に西資源センター（ペットボトル施設）を移転改

築する。 

２ 内 容 

事    項 事 業 内 容 

西資源センター移転 

改築工事 

令和５年度 ２３０,０００千円 

債務負担行為限度額（令和６年度） 

         ７３１,０００千円 

３ 西資源センターの概要 

場  所 西区新木町６８番地 

完成年度 令和６年度（予定） 

実施業務 ペットボトルの選別、圧縮梱包、一時保管 

空きびん・空き缶の一時保管 

設備規模 ペットボトル ４ｔ／日、空きびん３０ｔ／日、 

空き缶１５ｔ／日 

４ スケジュール 

事    項 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

山田工場の解体    

西資源センターの移転改築    

※山田工場の解体工事終了後、西資源センターの移転改築工事に

着工予定 

担 当 課 
ごみ減量部資源化推進室       電話９７２－２３７９ 

（内線 ２３７９）
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 （新規）猪子石工場の大規模改修の準備 草案頁 ４６頁 

予 定 額 １０，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

 令和７年度からの猪子石工場大規模改修工事に向け、現地調

査、工事計画及び発注仕様書の作成等を行う。 

２ 全体スケジュール 

事 項 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10年度 11年度

発注仕様書作成等※1

大規模改修工事※2

工 場 稼 働 

※1 債務負担行為（令和６～７年度）限度額：30,000千円 

※2 機器製作期間、試運転期間等を含む 

＜参考＞ 猪子石工場の概要 

場  所 名古屋市千種区香流橋一丁目１０１番 

敷地面積 ２１，８２５㎡ 

焼却設備 ストーカ式焼却炉（６００トン/日） 

稼働開始 平成１４年４月 

担 当 課 
施設部工場課（建設計画）    電話９７２－２３８７ 

                  （内線 ２３８７） 
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 

（新規）プラスチック製容器包装と 

プラスチック製品の一括収集

に向けた広報 

草案頁 ４６頁 

予 定 額 １０，５６８千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  令和６年度に従来のプラスチック製容器包装にプラスチック

製品を加えた一括収集の実施を予定しているため、制度変更の周

知徹底を図る。 

  さらに、この一括収集の開始が、近年横這いとなっている分別

率向上の契機となるよう、制度変更だけでなくプラスチック問題

や３Ｒの意義についても併せて掲載し、プラスチック資源循環へ

の機運を高め、より一層のごみの減量に繋がるものとする。 

  また、動画を作成し、ＳＮＳ等を活用して繰り返し周知するこ

とでより一層の浸透を図る。 

２ 内 容 

（１）チラシの全戸配布 

  ≪主な内容≫ 

ア 分別区分の変更内容 

イ 発火など事故の恐れがあるものの周知徹底 

   ウ プラスチック問題や３Ｒに取り組む意義 

≪配布時期≫ 

 令和６年３月 

（２）動画発信による周知徹底 

   若年層を主なターゲットとして、分別区分の変更内容や発火

など事故の恐れのあるものを分かりやすく伝える動画を作成

し、ＳＮＳ等を活用して繰り返し周知する。 

担 当 課 
ごみ減量部減量推進室       電話９７２－２３７８ 

                    （内線２３７８） 

-7-



令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 （拡充）都心の生きもの復活事業 草案頁 ４３頁 

予 定 額 ５，３００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  令和４年度末に策定のガイドラインに基づき、事業者や市民団

体等との協働により、都心部を中心に生物多様性に配慮した緑化

等を進め、生態系の回復を図るとともに、生物多様性の大切さを

伝える「都心の生きもの復活事業」を展開する。 

２ 内 容 

（１）支援事業の実施 

生物多様性に配慮した緑化を行う事業者・市民団体等に対

し、専門家の派遣や、苗木・普及啓発用看板等の提供を行う。

（２）環境学習プログラムの実施 

「都心の生きもの復活事業」実施場所をフィールドに、大学生

等と連携した普及啓発用看板の作成やＳＮＳ等による情報発

信を行い、生物多様性に配慮したまちづくりの機運醸成を図り

つつ、ユース世代を対象とした環境学習を実施する。 

担 当 課 
環境企画部環境企画課       電話９７２－２６６４ 

（内線 ２６６４）
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 （拡充）ＳＤＧｓまちづくり推進事業 草案頁 ４３頁 

予 定 額 ２６，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  地域へのＳＤＧｓの浸透・定着を図るため、地域団体や企業等

と協働した取り組みの実践等を通じて、地域・企業等のＳＤＧｓ

の活動促進・普及啓発に取り組む。 

２ 内 容 

（１） 概要 

令和４年度のワークショップで出たさまざまなアイデアか

ら地域課題の解決とＳＤＧｓ達成につながる事業を実証する。

（例：子ども食堂での生ごみをコンポストで肥料にして野菜を

育てる、化学染料を使わない草木染により排水負荷を軽減し、

衣類を染め直すなど） 

（２）実施地域 

○ 宮の渡し・大瀬子地区（熱田区） 

○ 有松地区（緑区） 

担 当 課 
環境企画部環境企画課        電話９７２－２６６９ 

（内線２６６９）
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（拡充）成果連動型民間委託契約方式による

環境配慮行動促進モデル事業 
草案頁 ４３頁 

予 定 額 ９，０００千円 

事業の概要 

1 趣 旨 

  環境課題解決の新たな手法として、公民連携手法の一種である

成果連動型民間委託契約方式（Pay for Success : ＰＦＳ）によ

るモデル事業を実施する。 

２ 内 容 

成果指標や支払い条件等について詳細設計を行った令和４年

度の事業組成調査の結果を基に、ナッジ手法の活用やデータの見

える化など民間事業者が持つノウハウを活かし、レポートにより

世帯や生活スタイルに合ったアドバイス等を送ることで、家庭の

電気使用量削減につながる環境行動の促進を図る。 

３ スケジュール 

年     度 ５ ６ 

事 業 実 施  

成果測定・評価  

支     払

※令和６年度は、成果測定・評価の結果と支払い条件に基づき支

払額を決定する。（債務負担行為）限度額：１１，０００千円 

担 当 課 
環境企画部環境企画課        電話９７２－２６８４ 

（内線 ２６８４）
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 （拡充）市施設へのＬＥＤ照明の導入 草案頁 ４３頁 

予 定 額 ９３，４２０千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  国は２０３０年度までにＬＥＤ照明の１００％普及を目指す

としており、本市においても同様に全市施設のＬＥＤ化を目指す

必要がある。施設の特性等に応じた導入を図るため、デザイン・

ビルド方式（設計・施工を一元化して発注する手法）によるＬＥ

Ｄ照明導入のモデル実施や、導入費用の一部への環境保全基金の

活用により、市施設におけるＬＥＤ化を進める。 

２ 導入施設 

（１）デザイン・ビルド方式によるＬＥＤ照明導入 

   西区役所、楠支所 

（２）環境保全基金を活用したＬＥＤ照明導入 

消防署出張所（４施設） 

担 当 課 
環境企画部脱炭素社会推進課   電話 ９７２－２６９１ 

（内線 ２６９１）
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（拡充）市施設への再生可能エネルギー 

１００％電力の導入 
草案頁 ４３頁 

予 定 額 ６，４４２千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

再生可能エネルギー１００％電力を市施設で使用することで、

市施設からの温室効果ガス排出量の削減を図るとともに、再生可

能エネルギーの導入を促し、クリーンなエネルギーへの転換につ

なげる。 

２ 内 容 

（１）導入施設 

名古屋市科学館 

（２）消費電力量（見込） 

   ２，９２８千ｋＷｈ／年 

（３）導入時期 

   令和５年４月（予定） 

担 当 課 
環境企画部脱炭素社会推進課   電話 ９７２－２６９１ 

（内線 ２６９１）

太陽光 風力 

水力 ﾊﾞｲｵﾏｽ 地熱 
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（拡充）なごや観光ルートバスへの 

燃料電池バス導入準備 
草案頁 ４３頁 

予 定 額 ９，２５１千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

水素を燃料として走行時に温室効果ガスや大気汚染物質を排

出しない燃料電池バスを、なごや観光ルートバス「メーグル」に

導入する。国内外の観光客を始めとした多くの方々に対し、本市

の水素社会の実現に向けた取り組みを広くアピールし、水素エネ

ルギーの普及啓発を図るとともに、市内運輸部門からの温室効果

ガス排出量削減に繋げていく。 

２ 内 容 

（１） 令和５年度に観光文化交流局のなごや観光ルートバス「メ

ーグル」に燃料電池バスを導入するための準備を行い、令和６

年度から運行を開始する。 

（２） 災害時等の非常用電源として活用する。 

燃料電池バス 

担 当 課 
環境企画部脱炭素社会推進課    電話９７２－２６９１ 

                    （内線 ２６９１）

化学反応で電気を発生させ 

モーターを回して走る 
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（拡充）消防音楽隊車両への燃料電池 

マイクロバス導入 
草案頁 ４３頁 

予 定 額 ４，８９０千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

水素を燃料として走行時に温室効果ガスや大気汚染物質を排

出しない燃料電池マイクロバスを、消防局のポッカレモン消防音

楽隊の活動等に使用する車両として導入する。多くの市民の方々

に対し、本市の水素社会の実現に向けた取り組みをアピールし、

水素エネルギーの普及啓発を図るとともに、市内運輸部門からの

温室効果ガス排出量削減に繋げていく。 

２ 内 容 

（１） 消防局のポッカレモン消防音楽隊の活動等で使用する車両

に燃料電池マイクロバスを導入する。 

（２） 災害時等の非常用電源として活用する。 

燃料電池マイクロバスのイメージ 

担 当 課 
環境企画部脱炭素社会推進課    電話９７２－２６９１ 

                    （内線 ２６９１）
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 （拡充）ゼロエミッション車の購入補助 草案頁 ４３頁 

予 定 額 １０６，３００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  走行時に排出ガスを出さないゼロエミッション車（ＺＥＶ）は

大気環境の改善及び自動車部門からの二酸化炭素排出量削減に

寄与するほか、“動く蓄電池”として災害時の電力供給が可能で

あるが、一般的な車両と比べ車両価格が高額である。 

そこで、個人（市民）が導入する外部給電機能を有する電気自

動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車に対し

て補助を実施する。 

  なお、本事業は防災危機管理局が実施する「災害時電源協力車

制度」への登録を要件の一つとし、連携して広報啓発を実施する。

２ 補助内容 

車 両 区 分 補助金額 

電気自動車（普通・小型自動車） ２００千円／件

電気自動車（軽自動車・超小型モビリティ） １００千円／件

プラグインハイブリッド自動車 １００千円／件

燃料電池自動車 ２００千円／件

担 当 課 
地域環境対策部大気環境対策課    電話９７２－２６７８ 

（内線 ２６７８）
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 （拡充）公用車への電動車の導入 草案頁 ４３頁 

予 定 額 ３５，５６９千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  「２０５０年までの脱炭素社会の実現」に向けては、本市自ら

が率先して行動し、市民・事業者の模範となり取り組んでいく必

要がある。 

公用車の導入にあたっては、「公用車への電動車の導入方針」

に基づき、電動車（電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、

燃料電池自動車及びハイブリッド自動車）の導入を行う。 

２ 内 容 

（１）令和５年度に更新が予定されている公用車のうち、電動車へ

の更新が可能なものについては電動車を導入する。 

（２）電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の導入に併せ

て必要となる充電設備の整備を行う。 

担 当 課 
地域環境対策部大気環境対策課    電話９７２－２６７８ 

（内線 ２６７８）
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 （拡充）河川における地下水利用 草案頁 ４４頁 

予 定 額 ７５，７０５千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

新堀川・堀川においては、水環境改善が課題となっており、緑

政土木局、上下水道局、環境局の３局で連携して対策を進めてい

る。 

環境局では、水の環復活に向けて地下水を利用したまちづくり

を進めており、河川の水環境改善の方策のひとつとして、地下水

の利用を行う。 

２ 内 容 

（１）新堀川における地下水の利用 

新堀川においては、悪臭の原因である川底の酸素不足を改善

するため、地下水を放流する井戸の整備工事等を行う。 

（２）堀川における地下水の利用 

堀川においては、適切な水量を確保し、良好な水環境を形成

するため、水源のひとつとして井戸を設置し、地下水を放流し

ている。 

これらの井戸のうち、老朽化により機能していない井戸１ヶ

所のリニューアルを行う。 

担 当 課 
地域環境対策部地域環境対策課   電話９７２－２６７１ 

（内線 ２６７１） 

-17-



令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（拡充）事業者と連携した使い捨て 

プラスチック削減のモデル事業 
草案頁 ４６頁 

予 定 額 ９，３００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

プラスチック問題は海洋汚染を始めとする環境問題を引き起

こす要因となっている一方で、市民生活・事業活動を支える有用

な素材という側面もあることから、市民と事業者の相互理解を促

し、プラスチック対策に取り組む際の拠りどころとなる「プラス

チック削減指針」を令和４年度に策定する。 

  この指針に基づき、対策のより一層の推進を図るため、従前よ

り行ってきた市民啓発に加えて、事業者と連携してモデル事業を

実施する。 

２ 内 容 

（１）モデル事業の実施 

リユース等の使い捨てプラスチックの削減につながる仕組

みやアイデアを持つ事業者を公募により選定し、事業者と連携

して、市民の行動変容を促すモデル事業を行う。（２件程度、

１件あたり２５０万円を上限に経費の１／２を負担） 

（２）啓発の実施 

使い捨てプラスチックの削減に向けた機運を醸成するため、

モデル事業に合わせた市民啓発を行う。 

担 当 課 
ごみ減量部減量推進室       電話９７２－２３７８ 

                    （内線２３７８） 
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（拡充）事業者と連携したリユース事業 

の実証実験
草案頁 ４６頁 

予 定 額 １，２７３千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  近年、リユースショップやフリマアプリなど様々な形態の取引

が広がるなど、リユース市場は拡大、多様化している。 

  そこで、市民の「物を大切に長く使う意識」の向上とごみの発

生抑制を目指し、事業者のノウハウを活用したリユース事業の実

証実験を行う。 

２ 内 容 

（１）粗大ごみで出されたリユース可能な家具に加え、新たに市民

からまだ使える物を南リサイクルプラザで引き取り、それらを

事業者のプラットフォームに掲載するなどし販売をする。 

（２）本市のウェブサイト内で、事業者のプラットフォームを紹介

し、リユースへ誘導する。 

担 当 課 
ごみ減量部減量推進室       電話９７２－２３７８ 

                    （内線２３７８） 
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（拡充）やさしい日本語による 

３Ｒの普及啓発 
草案頁 ４６頁 

予 定 額 ７００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  これまで、ごみ減量・資源化ガイドを翻訳し、外国人住民に対

して資源・ごみの分け方・出し方や３Ｒに取り組む意義・効果等

の普及啓発を行ってきたが、その内容について十分に伝わってい

ない状況にある。 

  そこで、今後も増加が見込まれる外国人住民に対して、より伝

わりやすく理解しやすい広報を進めるため、やさしい日本語によ

る３Ｒの普及啓発を行う。 

２ 内 容 

  やさしい日本語や大きく分かりやすいイラスト等を使用した

ごみ減量・資源化ガイドを作成し、外国人住民に対し配布・説明

することで、資源・ごみの分け方・出し方や３Ｒに取り組む意義・

効果等についての広報・啓発を実施する。 

＜参考＞ 

やさしい日本語とは、普段使われている言葉を外国人にもわかる

ように配慮した、簡単な日本語のこと 

担 当 課 
ごみ減量部減量推進室       電話９７２－２３７８ 

                    （内線２３７８） 
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 （拡充）事業系ごみ減量対策の強化 草案頁 ４７頁 

予 定 額 １，４５４千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  事業系ごみ処理量はコロナ禍により一時的に減少したが、社会

経済活動の回復に伴い増加することが想定される。 

また、事業者には適正排出の観点だけでなく、ＳＤＧｓの目標

に向けた潮流やプラスチック資源循環促進法の施行により、発生

抑制や再利用、再資源化等の循環経済による持続可能な社会の実

現に向けた取り組みがより一層求められている。 

これらを踏まえ、コロナ禍等により変容したビジネススタイル

に対応する事業系ごみ減量・資源化ガイドを作成し、事業用大規

模建築物・中小事業所への排出指導等を強化する。 

２ 内 容 

事業系ごみ減量・資源化ガイドの作成 

（１）廃棄物管理責任者向け 

事業用大規模建築物における廃棄物の管理方法の具体事例

をはじめ、廃棄物管理責任者に必要な情報をまとめたガイドを

作成する。 

（２）テナント・中小事業所向け 

業種ごとに異なるごみの種類に応じた減量・資源化の具体事

例やセルフチェック票など、わかりやすく使いやすい業種別ガ

イドを作成する。 

担 当 課 
ごみ減量部資源化推進室       電話９７２－２３９０ 

（内線２３９０）
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（継続）生物多様性なごや戦略実行計画 

２０３０（仮称）の策定 
草案頁 ４３頁 

予 定 額 １，９６７千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  ２０２２年１２月の「生物多様性条約第１５回締約国会議

（ＣＯＰ１５）」において、２０３０年までの新たな世界目標

が採択され、２０２３年３月には、国の次期生物多様性国家戦

略が策定される見込みである。 

これらの動向等を踏まえ、本市が生物多様性において、２０

３０年までにパートナーシップにより重点的・優先的に取り組

む事柄やロードマップを示した実行計画を策定する。 

２ 内 容 

（１）懇談会の実施 

   令和４年度に引き続き、学識経験者等による懇談会を実施

し、計画策定に向けた意見を聴取する。 

（２）計画の策定 

   懇談会の意見を踏まえ、本市として２０３０年までに重点

的、優先的に取り組む事柄やロードマップを示した実行計画

を策定する。 

３ 策定スケジュール（予定） 

  令和５年４月 懇談会の開催 

７月 パブリックコメントの実施 

      ９月 策定

担 当 課 
環境企画部環境企画課       電話９７２－２６６４ 

（内線 ２６６４） 
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（継続）なごや生物多様性センターに 

おける情報発信の充実 
草案頁 ４３頁 

予 定 額 ６，９００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  生物多様性への関心を高めるため、ビオトープ等を活用した講

座を開催するとともに、新しい啓発ツールを作成する。また、身

近な外来種であるアカミミガメとアメリカザリガニが特定外来

生物に指定されるのを機に、外来種に関する啓発を推進する。 

２ 内 容 

（１）ビオトープ等を活用した講座の開催 

ビオトープの生きもの観察など、なごや生物多様性センター

の施設を活用した講座を開催する。 

（２）啓発ツールの作成 

生物多様性の大切さを伝える動画や、子どもにも分かりやす

いパンフレットの作成等を行う。 

（３）外来種に関する啓発 

   特定外来生物に指定されるアカミミガメ等の取り扱いにつ

いて周知するとともに、他の外来種も含めた啓発を行う。 

担 当 課 環境企画部環境企画課（生物多様性の保全）電話８３１－８１０４
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（継続）森林資源を活用したローカル 

ＳＤＧｓ推進事業 
草案頁 ４３頁 

予 定 額 １０，６００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

地域資源を活用し、都市と地方が補完し支え合う「地域循

環共生圏（ローカルＳＤＧｓ）」の形成をめざし、本市の水

源地の一つである長野県木祖村と令和４年６月に協定を締結

した。木祖村と協働し、森づくり事業や木材の利用促進事業

を進めることにより、本市の環境課題の解決や木祖村の地域

活性化等に繋げる。 

２ 内 容 

（１）森づくり事業 

水源涵養、生物多様性の保全、温室効果ガスの削減等に

ついて学ぶ機会を創出するため、木祖村に学習の場となる

「木曽川源流の里「名古屋市・木祖村交流の森」」の整備

を進める。また、森林環境保全を知ることができる市民向

けバスツアーなどの交流事業を実施する。 

（２）木材の利用促進事業 

プラスチック問題など本市の環境課題に対する市民の意

識向上を図るため、令和４年度に事業者等と連携し開発し

た、間伐材を用いたモデル製品を活用し、商品化等市民へ

の普及啓発事業を行い、環境と経済・社会の好循環に繋げ

る。 

担 当 課 
環境企画部環境企画課       電話９７２－２６６９ 

（内線 ２６６９） 
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（継続）地球温暖化対策に係る 

地方公共団体実行計画の改定 
草案頁 ４３頁 

予 定 額 ５，９９６千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  ２０５０年カーボンニュートラル宣言や地球温暖化対策推進

法の改正など、脱炭素社会の実現に向けた国の動きを踏まえ、本

市の地球温暖化対策に係る実行計画を改定する。 

２ 内 容 

（１）学識経験者等からの意見聴取 

   学識経験者等で構成する懇談会を開催し、計画改定に向けた

意見を聴取する。 

（２）策定に係る調査等 

   国が示す計画・マニュアルや他都市の状況等について調査を

行い、情報を整理し、検討に必要な資料を作成する。 

３ 策定スケジュール（予定） 

  令和４年８月～    懇談会の開催 

  令和６年１月    パブリックコメントの実施 

      ３月    策定 

担 当 課 
環境企画部脱炭素社会推進課     電話９７２－２６９１ 

                    （内線 ２６９１）
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 （継続）住宅等の低炭素化促進補助 草案頁 ４３頁 

予 定 額 １４５，０２５千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

再生可能エネルギーの自家消費拡大や更なる省エネルギーの

推進による住宅等の低炭素化を図るとともに、災害に対するレジ

リエンスの向上を図る。 

２ 内 容 

既存住宅への太陽光発電設備・蓄電システム・ＨＥＭＳ(Home 

Energy Management System)の一体的導入、ＺＥＨ(Net Zero 

Energy House)、ＺＥＨと同時に設置する蓄電システム及びＶ２

Ｈ(Vehicle to Home)充放電設備に対する補助を引き続き実施す

る。 

３ 詳 細 

補助区分 補助額 

一体的
導 入

太 陽 光 
発電設備 

築１０年超の戸建住宅 
３０千円／ｋＷ
(上限６．５ｋＷ)

築１０年以下の戸建住宅 
２０千円／ｋＷ
(上限６．５ｋＷ)

集合住宅 
２５千円／ｋＷ

(上限９．９９ｋＷ)

蓄電システム １５千円／ｋＷｈ(上限６ｋＷｈ)

ＨＥＭＳ 1０千円／件

ＺＥＨ 

ＺＥＨ 
(蓄電システムを併設) 

１００千円／件
(１９０千円／件)

ＺＥＨ＋ 

(蓄電システムを併設) 
２００千円／件
(２９０千円／件)

Ｖ２Ｈ充放電設備 ５０千円／件

担 当 課 
環境企画部脱炭素社会推進課     電話９７２－２６９１ 

                    （内線 ２６９１）
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（継続）ＰＰＡモデルを活用した事業用 

太陽光発電設備導入促進補助 
草案頁 ４３頁 

予 定 額 ６０，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

  事業用太陽光発電設備等の導入を促進するため、需要家（企業

等）がＰＰＡモデル（※）を活用して太陽光発電設備等を導入す

る場合に、災害時に発電した電気の一部を周辺住民に無償開放す

ること等を条件として、補助をするもの。 

※ＰＰＡ（Power Purchase Agreement）モデルとは、ＰＰＡ事業

者が太陽光発電設備を需要家の施設等に設置、維持管理等を行

い、発電した電力を需要家に売却する契約方式 

２ 補助内容 

区分 補助単価 補助限度額 

太陽光発電設備 

（単体設置） 
１ｋＷあたり５０千円 

２，５００千円 

（上限５０ｋＷ）

太陽光発電設備 

（蓄電池同時設置）
１ｋＷあたり７０千円 

３，５００千円 

（上限５０ｋＷ）

（参考）事業スキームイメージ図 

担 当 課 
環境企画部脱炭素社会推進課     電話９７２－２６９１ 

                    （内線 ２６９１）

-27-



令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 （継続）南陽工場の設備更新 草案頁 ４６頁 

予 定 額 １，４９６，０００千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

令和９年３月の南陽工場再稼働に向け、焼却設備の解体工事

及び焼却設備の更新工事（土壌汚染対策を含む）並びに関連調

査を進める。 

２ 内 容 

事 項 事 業 内 容 

設備解体工事 
焼却設備の解体撤去 

        ３３４，０００千円 

設備更新工事 

焼却設備の実施設計及び設備更新 

       １，１４６，０００千円 

うち、土壌汚染対策５３０，０００千円 

債務負担限度額（令和６年度から令和８年度）

       ２，９００，０００千円 

環境影響評価 
事後調査 

          １６，０００千円 

３ 全体スケジュール 

事 項 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

 設備解体工事 

 設備更新工事 

 環境影響評価 

 工 場 稼 働      

担 当 課 
施設部工場課（南陽工場設備更新） 電話９７２－２２９２ 

（内線 ２２９２）
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 
（継続）愛岐処分場浸出水処理施設の 

改築 
草案頁 ４６頁 

予 定 額 ２，０８２，３２４千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

愛岐処分場は、昭和５７年の開設から４０年が経過しており、

浸出水処理施設の老朽化が進んでいる。今後も本市の要の処分

場として安定的な埋立処理を行う必要があるため、令和６年度

の新たな浸出水処理施設稼働に向け、令和５年度は浸出水処理

施設本体及び機械操作棟の改築工事等を進める。 

２ 内 容 

事 項 事  業  内  容 

浸出水処理施設改築工事 

浸出水処理施設本体の改築 

１，７３８，７２９千円 

機械操作棟の改築及び場内整備等 

３４３，５９５千円 

３ 全体スケジュール 

事 項 ４年度 ５年度 ６年度 

浸出水処理施設

本体の改築 

機械操作棟改築

等 

新施設稼働   

担 当 課 
施設部施設課（処分場建設）    電話９７２－２３７７ 

（内線 ２３７７） 
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令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 （継続）港作業場し尿輸送管の更新 草案頁 ４６頁 

予 定 額 ２５２，２３５千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

港作業場のし尿輸送管は昭和４１年の布設から５０年以上が

経過し、老朽化が進んでいる。今後も安定的にし尿・浄化槽汚

泥を処理するためにはし尿輸送管の更新が必要であり、令和４

年度から更新工事を進めている。 

２ 内 容 

目    的 
港作業場で受け入れをしたし尿及び浄化槽 

汚泥を圧送するための管路の更新 

経 路 
港作業場から上下水道局山崎水処理センター

（南区忠次二丁目）まで 

更 新 距 離 ２，８００ｍ 

構 造 ダクタイル鋳鉄管 径２００ｍｍ 

期 間 令和４年度から令和８年度（予定） 

＜参考＞港作業場の概要 

場 所 港区竜宮町２１番地 

目    的 し尿及び浄化槽汚泥の受け入れを行う施設 

処 理 能 力 ２００ｋ ／日

担 当 課 
施設部施設課          電話９７２－２３７１ 

（内線 ２３７１） 

-30-



令和５年度主な施策等一覧

環 境 局 

事 項 （継続）草木類収集実証実験 草案頁 ４６頁 

予 定 額 ２１，１８３千円 

事業の概要 

１ 趣 旨 

草木類（せん定枝、刈草、落葉）の資源化を推進するため、

デジタルトランスフォーメーションを活用した効率的な収集手

法を検討するための実証実験を行う。 

２ 内 容 

    ２つの異なる手法により、これまで可燃ごみとして収集して

いた草木類の別途収集を行い、資源化する。 

（１）後追い収集 

民間提案によるデジタルトランスフォーメーションの手

法を取り入れ、一部の区において、可燃ごみ収集時にタブ

レット端末の位置情報で把握した草木類のみの袋を、後発

の専用車両で収集する。 

（２）申込制による全市一斉収集 

環境デーなごやと連携した全市一斉のイベント収集を、

事前申込制にて実施する。 

担 当 課 
事業部作業課            電話９７２－２３９３ 

                                        （内線２３９３） 
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